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＊1「厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第115回（Ｈ26.11.19）参考資料」、「厚生労働省 社会保障審議会 介護保障部会 第78回（令和元年6月20日）資料」をもとにJA共済連にて試算
＊2 内閣府 令和3年版高齢者社会白書をもとにＪＡ共済連にて試算　＊3 公益財団法人 生命保険文化センター「2021（令和3）年度 生命保険に関する全国実態調査」をもとにJA共済連にて試算　＊4 約
２万円/回（全額自己負担の場合）、年に１回としてJA共済連にて試算　＊5 約５万円/回（全額自己負担の場合）、年に１回としてJA共済連にて試算　＊6 公的医療保険の自己負担割合（１割～３割）に応じて
約800円～2,400円/日、週に１回・年間52週としてJA共済連にて試算（千円単位切り捨て）　＊7 慶應義塾大学・厚生労働省「認知症の社会的コスト（2015）」をもとに費用の目安（１年間）を公的医療保険
の自己負担割合（１割～３割）に応じて47,520円～142,560円（千円単位切り捨て）としてJA共済連にて試算

※この共済には、死亡時における保障はありません。　※認知症共済金をお支払いした場合にはご契約は消滅します。　※この共済には、指定代理請求特約を必ず付加していただきます。
※共済金等のお支払いは責任開始時以後に生じた病気またはケガによる場合に限ります。　※認知症共済金および軽度認知障害給付金にかかる責任（保障）の開始は、ご契約日からその日を
含めて１年を経過した日からとなります。なお、共済掛金の払込免除についてはご契約日から保障します。　※軽度認知障害給付金は共済期間を通じて１回のみ支払われます。
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■共済部からのお知らせ

みらい 通 信

認知症共済新登場 ご自身やご家族がいつまでも安心して暮らすために

認知症の予防と備えについて考えてみませんか？

この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」
および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。


